
令和７年度食品産業省力化投資促進緊急対策事業のうち 

省力化技術導入支援事業に係る公募要領 

 

本公募は、令和 7 年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の

内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います 。 

 

第１ 総則 

   令和７年度食品産業省力化投資促進緊急対策事業のうち省力化技術導入支援事

業に係る公募の実施については、この要領に定めるものとします。 

 

第２ 趣旨 

   食品製造業は、他の産業と比較して労働生産性が低く、従業員当たりの稼ぐ力

が劣後している現状にあるが、生産性向上のため、AI、ロボット等の新たな技術

を活用した機械設備やシステムの導入等、省力化投資を促進していくことが急務

となっている。このような状況の中、食品製造業及び飲食業は、政府が掲げる省

力化政策の重点業種として、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

2025 年改訂版（令和７年６月 13 日閣議決定）に位置づけられた「省力化投資促

進プラン」（令和７年６月 13 日）を策定しており、実効性ある対策の迅速な実施

が必要不可欠である。 

   このため、食品製造業の労働生産性向上に資するモデル形成及び横展開を図る

べく、食品製造業の省力化モデルとなる新技術導入のための計画（以下、「省力

化実行計画」という。）を策定した食品製造事業者がその計画を実行するための

機械設備の導入等を支援し、食品産業の生産性の底上げを図る。 

 

第３ 事業内容 

   別表の第２に掲げる事業内容のとおりとします。 

 

第４ 応募者の要件 

 １ 本事業に応募することができるものは、次の（１）及び（２）に掲げる条件に

該当するもの（以下「食品製造事業者」という。）とします。 

（１）食品の加工及び製造を行っている事業者（経営体としての業種区分にか

かわらず、食品製造を行っている事業者とする。）又はこれらが組織する

団体であって、法人格を有すること。ただし、中堅・中小企業（常時使用

する従業員（パート、アルバイト及び当該事業者の子会社（会社法（平成

17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）の従業員を含

む。）の数が2,000人以下の事業者をいう。）に限る。 

（２）新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（令和７

年６月13日閣議決定）に位置づけられた省力化投資促進プラン（令和７

年６月13日策定）に掲げる食品製造業の労働生産性向上に資するモデル

形成及び横展開を図るべく、省力化実行計画を策定すること。 

 ２ 応募者は次に掲げる要件を全て満たすこととします。 

（１）本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに



 

本事業を的確に実施できる能力を有すること。 

   （２）本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力

を有するものであって、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算

書等（これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えて

いること。 

（３）本事業により得られた成果（以下「事業成果」という。）について、そ

の利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 

   （４）日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に

関し、責任を負うことができる団体であること。 

   （５）法人等（個人、法人及び団体をいう。）の役員等（個人である場合はそ

の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結す

る事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団員（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。）でないこと。 

   （６）食品企業生産性向上フォーラムの会員となっていること。 

 

２ 取組の要件 

本事業の補助対象となる取組は、省力化技術導入支援事業実施要領（令和○

年○月○日付け○新食第○号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産

業）通知。以下「実施要領」という。）第３に基づき、次に掲げる（１）～（３）

の要件を満たすものとします。 

   （１）省力化実行計画を策定すること。 

   （２）省力化実行計画の実行のために要する機械設備の導入であること。 

（３）本事業において導入する機械設備は生産効率が対前年比３％以上向上し、

かつ販売後４年未満の技術を活用したものに限る。 

 

第５ 補助対象経費の範囲 

   事業を実施するために必要となる経費は、別表の第３に掲げる本事業に直接必

要となる経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものとします。 

   対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約（発注）を行い、補助事

業実施期間内に支払いまで完了したものが対象となります。ただし、やむを得な

い事情により交付決定の通知を受ける前に事業を実施する必要がある場合につい

ては、事業の内容が承認され、かつ、補助金の交付が確実となったときに限り補

助事業者は、交付決定前に着手することができます。この場合にあっては、取組

ごとに着手年月日を整理するものとし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあ

らゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとします。 

   応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、

実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の

結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも申請所要額とは一致しま

せん。  

   なお、申請所要額については、千円単位で計上することとします。 

 

第６ 申請できない経費 



 

   次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、申請所要額に含めることが

できません。 

１ 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費 

２ 事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

３ 補助金の交付決定前に発生した経費 

４ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗

じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。） 

５ 補助事業者の他の事業と区分できない経費  

６ 国内外の移動に係るタクシー経費（公共交通機関の状況等に照らし、やむを得

ない場合を除く。） 

７ 本事業と関係ない事業者との面談に要する経費（補助事業者における人件費、

宿泊費等を含みます。） 

８ 実証等の実施において、供宴を目的とするものとみられる経費 

９ 飲食費（試食会等は除く。） 

10 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要

した経費であることを証明できない経費 

 

第７ 補助金額及び補助率 

   補助金の額は、別表の第４に掲げる補助金額の範囲内で事業の実施に必要とな

る経費を別表の第５に掲げる補助率で助成します。 

   なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあり

ます。 

 

第８ 補助事業実施期間 

   本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和８年３月 31 日までとし

ます。 

 

第９ 申請書類の作成及び提出 

 １ 申請書類の作成 

提出すべき申請書類（以下「課題提案書等」という。）は、次のとおりとし

ます。 

 （１）事業に係る課題提案書（別記様式第１号） 

提案の内容は、第２の趣旨、第３の事業内容及び第５の補助対象経費の範囲

に照らして適当なものであることとし、次の書類を添付してください。 

① 応募者に関する事項（別添１） 

② 取組内容に関する事項（別添２） 

③ 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な全ての経費の額（消費

税等を含む。）を記載した内訳書）（別添３） 

④ 現状の製造工程に関する概要（別添４） 

（２）省力化実行計画（別記様式第２号） 

（３）生産効率の向上計画及び新技術に関する証明書 



 

（別記様式第３号、別記様式第４号、別記様式第５号） 

なお、導入する機械設備の製造・販売メーカーに作成いただき、提出して

ください。その際、当該の機械設備が、中小企業等経営強化法の経営力向上

設備等に係る生産性向上要件証明書を受けている場合には、そのコピーを

本様式に添付してください。 

（４）決算書（直近３年間の賃貸対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管

理明細書） 

決算書の添付ができない補助事業者は、法人等の全体の事業計画書及び収

支予算書を添付してください。製造原価報告書及び販売管理費明細書は作成

している場合のみ添付してください。 

 ２ 課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数 

   課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数については、公示のとおりです。 

 

 ３ 課題提案書等の提出に当たっての注意事項 

（１）課題提案書等は、様式に沿って作成してください。 

（２）提出した課題提案書等は、変更することができません。 

（３）課題提案書等に虚偽の記載をした場合は、審査対象となりません。 

（４）要件を有しない者が提出した課題提案書等は、無効とします。 

（５）課題提案書等の作成及び提出にかかる費用は、応募者の負担とします。 

（６）申請書類の提出は、原則として電子メールによることとし、やむを得ない場

合には、郵送又は宅配便（バイク便を含む。）、持参も可としますが、ファッ

クスによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件

名を省力化技術導入支援事業公募申請書（○○○○）」としてください（※○

○○○は申請者法人名）。なお、送付メールアドレスの誤りや各種システムの

不具合によるメール送受信トラブル防止のため、メール送付後、提出期限まで

に（11）の問合せ先へ電話にて御連絡ください。 

（７）課題提案書等を郵送する場合には、簡易書留、特定記録等、配達されたこと

が証明できる方法によってください。また、提出期限前に余裕をもって投函す

るなど、必ず提出期限までに到着するようにしてください。 

（８）提出後の課題提案書等については、採択、不採択にかかわらず返却しません

ので、御了承ください。 

（９）課題提案書等は、資料ごとに電子データにまとめ、提出してください。なお、

電子メールに添付するファイルは、圧縮せずに、１メール当たり７メガバイト

以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合には、「省力化技術導入支

援事業公募申請書（申請者法人名）・その〇（〇は連番）」と記載すること。

郵送の場合は、事業ごとに一つの封筒を利用し、書類一式を入れて提出してく

ださい。 

（10）提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査

以外には無断で使用しないこととします。 

（11）本事業に関する問合せ先及び事業担当課は、次のとおりです。なお、問合せ

の受付時間は月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く。）の午前 10 時から午後

（６時まで（正午から午後１時までを除く。）とします。  

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課原材料調達・品質管理改

善室国産切替企画調整班  



 

電話番号：０３－６７４４－２０８９（直通）  

メールアドレス：kaizen★maff.go.jp 

（メール送信の際は★を＠に置き換えてください） 

 

第 10 補助金交付候補者の選定 

   提出された申請書類については、次の１から４までに掲げるとおり、事業担当

課等において書類確認、事前整理、課題提案会等を行った後、農林水産省大臣官

房総括審議官（新事業・食品産業）（以下「総括審議官」という。）が別に定め

るところにより設置する選定審査委員会において、審査の基準等に基づき審査を

行い、補助事業者となり得る候補（以下「補助金交付候補者」という。）を選定

するものとします。 

 １ 審査の手順 

   審査は、以下の手順により実施します。 

 （１）書類確認 

    提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容について確認し、

必要に応じて問い合わせをいたします。なお、要領に基づく応募の要件及び第

８の補助事業実施期間を満たしていないものについては、以降の審査の対象か

ら除外されます。 

 （２）事前整理 

    事業担当課において、提出された申請書類について事前整理を行います。ま

た、必要に応じ、課題提案会を行う場合があります（課題提案会は、非公開と

いたします。また、特段の事由なく課題提案会に出席されなかった場合には、

申請を辞退したものとみなします。）。課題提案会には、外部有識者が加わる

ことがあります。 

 （３）事前質問 

    提出された申請書類について、必要に応じて審査委員から事業担当課を通し

て質問する場合があります。質問を受けた提案者は、速やかに事業担当課に対

し、簡潔に記載した回答案を電子媒体で提出してください。 

 （４）選定審査委員会による審査 

    事前整理を踏まえ、選定審査委員会において審査を実施し、予算の範囲内に

おいて、得点が高い者から補助金交付候補者として選定します。 

 

 ２ 審査の観点 

     審査は、補助事業者の適格性、事業内容及び実施方法、事業の効果等を勘案

して総合的に行います。 

 

 ３ 審査の基準 

 （１）補助事業者の適格性については、次の項目について審査するものとします。 

なお、課題提案書の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）第

17 条第１項又は第２項に基づき交付決定の取消があった補助事業等において、

当該取消の原因となる行為を行った補助事業者等については、本事業に係る補

助事業者の適格性の審査においてその事実を考慮するものとします。 

   ① 財政的基盤の安定性 



 

② 実施体制の適格性 

③ 生産性向上に向けた取組 

 （２）事業内容及び実施方法については、次の項目について審査するものとします。 

   ① 省力化実行計画の内容 

   ② 新技術導入による生産効率の向上 

   ③ モデル性 

   ④ 事業実施スケジュール 

 （３）事業の効果については、次の項目について審査するものとします。 

   ① 目標の妥当性 

（４）加算的要素については、次の項目について審査するものとします。 

① 生産性向上要件証明書（導入する機械設備が中小企業等経営強化法の経営

力向上設備等に係る生産性向上要件証明書を受けたものである場合、導入す

る機械設備の製造・販売メーカーに作成いただいた新技術に関する証明書（別

記様式第５号）にコピーを添付してください。） 

 

 ４ 審査結果の通知 

 （１）総括審議官は、選定審査委員会における審査を踏まえ補助金交付候補者を選

定し、補助金交付候補者となった応募者に対してはその旨を、それ以外の応募

者に対しては補助金交付候補者とならなかった旨を、それぞれ通知します。 

    審査結果の通知については、補助金交付候補者には補助金交付の候補者とな

った旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て、

正式に決定されることになります。 

（２）補助金交付候補者の選定に当たっては、申請いただいた課題提案書等に記載

のある金額や補助率についても審査することとします。なお、計上された経費

が補助対象外であると判断される場合には、交付申請した金額から補助対象外

経費を減額した上で交付額を決定します。 

 （３）補助金交付候補者については、農林水産省のホームページで公表します。 

（４）委員会の議事及び審査内容については、非公開とします。また、審査委員は、

審査において知ることのできた秘密について、委員の職にある期間だけでなく、

その職を退いた後についても第三者に漏えいしないという、秘密保持の遵守が

義務付けられています。 

なお、補助金交付候補者の決定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお

問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

第 11 交付決定に必要な手続等 

      補助金交付候補者は、国の指示に従い速やかに、食品産業省力化投資促進緊急

対策事業補助金交付等要綱及び省力化技術導入支援事業実施要領（以下「要綱等」

という。）に基づき、補助金の交付を受けるために提出することとなっている交

付申請書及び事業実施計画書（以下「申請書等」という。）を事業担当課に提出

していただきます。申請書等を事業担当課等が審査した後、問題がなければ交付

決定通知を発出します。 

   なお、申請書等の内容については、審査結果に基づいて修正していただくこと

があります。 

 



 

国 （農林水産省） 

                

 

  

補 助 事 業 者 

 

    

第 12 重複申請等の制限 

 同一の提案内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への申請

を行っている場合には、申請段階（補助金交付候補者として選定されていない段

階）で本事業に応募することは差し支えありません。ただし、その場合には課題

提案書（応募者に関する事項）に事業名、事業概要（補助額、事業実施事務局の

名称及び連絡先を含む）について記載してください。他の事業への申請内容及び

他の事業の選定の結果によっては、本事業の審査の対象から除外され、又は補助

金交付候補者の選定の決定若しくは補助金の交付決定が取り消されることがあり

ます。 

 

第 13 補助事業者の責務等 

      補助事業者は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、次の条件

を遵守してください。 

 １ 事業の推進 

補助事業者は、要綱等を遵守し、事業全体の進行管理、事業成果の公表等、事

業の推進全般についての責任を負うこととなります。特に、交付申請書の作成、

計画変更に伴う各種承認申請書の提出、報告書の提出等については、適時適切に

行ってください。 

  ２ 補助金の経理 

   交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳・整理保管、

機器整備等財産の取得、管理等をいう。以下同じ。）の実施に当たっては、次の

点に留意する必要があります。 

 （１）補助事業者は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、適正化法、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及

び農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号。以下「交

付規則」という。）に基づき、適正に執行すること。 

 （２）補助事業者は、補助金の経理を、他の事業等と区分し、補助事業者の会計部

署等において実施すること。なお、特殊な事情により、当該補助事業者の会計

部署等に補助金の経理を行わせることができない場合には、国内に居住し、補

助事業者が経理能力を有すると認める者（学生を除く。）に経理を行わせ、公

認会計士又は税理士に経理状況について定期的に確認を受けるなど、適正な執

行に努めること。 

 （３）補助事業者は、補助事業の完了後、要綱等に基づく実績報告書を提出し、額

の確定を請求書により受けた場合には、補助金受領後１か月を目処に請求元の

事業者への支払いを励行するものとし、支払いが完了した場合には、その旨を

交付決定者に報告すること。 

（申請） （補助） 



 

 （４）補助事業者は、金融機関等から借入を行う場合には、事業計画の応募申請に

併せて、借入計画について金融機関等と事前相談を行ったことが分かる書類（借

入金融機関名（支店名）、担当者名、連絡先、相談月日等を明記したもの）を

提出するとともに、借入計画に変更が生じたときは、当該変更の内容及び変更

に伴う対応方針について報告すること。 

     補助事業者が自己負担分の確保ができず、補助事業の遂行ができないことが

明らかな場合には、適正化法第 10 条による交付決定の取消しを行うことがあ

ること。また、交付決定者は、補助事業者の同意を得て、金融機関等に当該借

入の審査状況の確認を行うことがあること。 

 ３ 取得財産の管理 

   本事業により取得し、又は効用が増加した設備等の財産（以下「取得財産」と

いう。）の所有権は、補助事業者に帰属します（補助事業者の代表者には、帰属

しません。）。 

   ただし、財産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。 

 （１）取得財産については、交付規則に基づき処分の制限を受ける期間（以下「処

分制限期間」という。）においては、事業終了後であっても善良なる管理者の

注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければな

りません（他の用途での使用等はできません。）。 

 （２）処分制限期間においては、取得財産のうち１件当たりの取得価額が 50 万円以

上のものについて、補助金交付の目的と異なる使用、譲渡、交換、貸付け等を

行う場合には、事前に、農林水産大臣の承認を受けなければなりません。 

なお、農林水産大臣が承認した取得財産の処分によって得た収入については、

交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付し

ていただくことがあります。 

 ４ 特許権等の帰属 

本事業を実施することにより特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新

案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配

置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権（以下「特許

権等」という。）が発生した場合には、その特許権等は、それぞれ補助事業者に

帰属しますが、特許権等の帰属に関し、次に掲げる条件を守っていただきます。 

また、本事業又の一部を補助事業者から受託する者にあっても同様とします。 

 （１）事業において得た成果に関して特許権等の出願又は取得を行った場合には、

その都度遅滞なく総括審議官に報告すること。 

 （２）国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該

特許権等を利用する権利を求める場合には、無償で当該権利を国に許諾するこ

と。 

 （３）当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を

相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合におい

て、国が特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明

らかにして当該特許権等を利用する権利を求めるときは、当該権利を第三者に

許諾すること。 

 （４）補助事業者及び本事業の一部を受託する者は、事業の成果である特許権等に

ついて、国以外の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾するときは、事前

に総括審議官と協議して承諾を得ること。 



 

補助事業者と当該事業の一部を受託する者との間における事業成果の取扱い

については、事業開始前に、両者で協議・調整を行うこと。 

 ５ 事業成果等の報告及び発表 

事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、本事業終了後、要綱

等に基づき必要な報告を行うこと。また、農林水産省は、事業成果及び補助金の

使用結果について、補助事業者に断りなく公表できるものとする。 

本事業により得られた成果については、広く普及・啓発すること。 

さらに、補助事業者は農林水産省が求めた場合は、食品企業生産性向上フォー

ラムで発表すること。 

なお、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、当該成果が

本事業によるものであること及び論文等の見解が農林水産省の見解でないことを

必ず明記するとともに、発表した資料等については農林水産省に提出すること。 

 

第 14 補助事業における利益等排除 

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係

会社からの調達分（工事を含む。）がある場合には、補助対象事業の実績額の中

に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わら

ず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられることから、以下のとおり利

益等排除方法を定めます。 

 １ 利益等排除の対象となる調達先 

補助事業者が以下の（１）から（３）までの関係にある会社から調達を受ける

場合（他の会社を経由した場合及びいわゆる下請会社の場合を含む。）は、利益

等排除の対象とします。 

 （１）補助事業者自身 

 （２）100％同一の資本に属するグループ企業 

 （３）補助事業者の関係会社（補助事業者との関係において、財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号）第８

条の親会社、子会社及び関連会社並びに補助事業者が他の会社等の関連会社で

ある場合における当該他の会社等をいい、上記（２）を除く。以下同じ。） 

 ２ 利益等排除の方法 

 （１）補助事業者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造

原価をいいます。 

 （２）100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できるときは、取引価格

をもって補助対象額とします。これにより難いときは、調達先の直近年度の決

算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（マイ

ナスの場合は０とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行いま

す。 

 （３）補助事業者の関係会社からの調達の場合 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費と

の合計額以内であると証明できるときは、取引価格をもって補助対象額としま

す。これにより難いときは、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）

における売上高に対する営業利益の割合（マイナスの場合は０とします。）を



 

もって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

 

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品

に対する経費であることを証明していただきます。また、その根拠となる資料

を提出していただきます。 

 

第 15 公示への委任等 

 この公募要領に定めるもののほか、個別の事業の公募に関し必要な事項につい

ては、公示のとおりです。公示は、農林水産省内の掲示板及び農林水産省のホー

ムページ（ホーム > 申請・お問い合わせ > 調達情報・公表事項 > 補助事業参加

者の公募、URL https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html)に掲載され

ます。 

また、この公示に併せて、事業担当課は、公募開始等の周知に努めることとし 

ます。



別表（第３～第５及び第７関係） 

第１ 

公募対象事業名 

第２ 

事業内容 

第３ 

補助対象経費の範囲 

第４ 

補助金額 

第５ 

補助率 

食品産業省力化投資促進緊急対策

事業のうち省力化技術導入支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省力化実行計画を策定した食品製造事

業者が当該計画の確実な実行において不

可欠となる機械設備（※）の導入を支援す

るもの 

 

※生産効率を３％以上向上させる性能を

有し、かつ販売後４年未満の技術を活用し

たものに限る。 

 第２の事業を実施するために直接必要

な機械設備等の購入・設置に係る経費、シ

ステム構築費及びエンジニア経費等（設備

メーカー、システムインテグレーター等に

よるエンジニア費用等） 

 

 

※ただし、リース・レンタル料は補助対象

外とする。 

 

40,000 千 円

以内 

１／２以内 

 

 

 



 

 

別記様式第１号 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

 農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿 

 

 

 

（応募者） 

名 称 

代表者職名 

代表者氏名 

 

 

 

令和７年度食品産業省力化投資促進緊急対策事業のうち省力化技術導入支援事業に係る課題提案書 

 

 

食品産業省力化投資促進緊急対策事業のうち省力化技術導入支援事業に係る課題提案書を、別添の

とおり関係書類を添えて提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添１ 

課題提案書（応募者に関する事項） 

補助事業者の概要 

事業名 令和７年度 省力化技術導入支援事業 

団体名： 

応募責任者の情報 

※本事業に係る意思決定ができる

遂行責任者 

氏名（ふりがな）： 

所属（部署名等）： 

役職： 

所在地： 

電話番号（日中に連絡がとれる番号）： 

E-mail： 

経理担当者の情報 

※本事業に係る見積・発注・請

求・支払の 

証憑とりまとめ担当 

氏名（ふりがな）： 

所属（部署名等）： 

役職： 

所在地： 

電話番号（日中に連絡がとれる番号）： 

E-mail： 

団体概要 

（１） 補助事業者の名称 

 

（２） 主たる事務所の所在地 

 

（３） 代表者の役職名及び氏名 

 

（４） 設立年月日 ※事業継承の場合など、補記がある場合は記載してください。 

 

（５） 事業年度 ※現在の事業の開始年度を記載してください。 

月 ～  月 

（６） 業務区分 ※日本標準産業分類を参考にして記載ください。（大分類番号，中分類番号，小分類

番号，細分類番号，項目名） 

（記入例：E，09，091，0912,肉加工品製造業） 

（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#e） 

（７） 主たる業務の内容 

 

（８） 資本金 

 



 

 

（９） 従業員数 

 

（10） 雇用形態別の従業員数 ※「正社員及び契約社員」、「非正規雇用者及びパート・アルバイト」

に分けて記載してください。ただし、従業員数には、当該事業者の子会社（会社法（平成 17 年

法律第 86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）の従業員も含めるものとします。 

 

（11） 従業者の部門別構成比（製造部門、間接部門、その他） 

 

（12） 事業経理事務の処理体制図（経理事務の処理フローが分かるよう明記）（別添可） 

 

（13） 組織図（定員数及び在籍人数を明記）（別添可） 

 

 

食品製造関連データ※団体（企業）全体の値を記入してください。 

生産量／稼働時間 

生産量 t／日 工場稼働時間 時間／日 

 

コスト構造 構成比（％） 

原材料費 人件費 減価償却費 その他 

％ ％ ％ ％ 

 

製造工程における設備・機械対応比率 

内訳 工程数 

製造工程【原材料投入から製品完成まで】 工程 

うち、設備・機械対応 工程 

設備・機械対応比率 ％ 

 

設備・機械担当人数 

 現状 5 年前 

設備・機械担当者計【メンテを含む】 人 人 

設備・機械メンテ担当者 人 人 

機械・設備導入・整備選任 人 人 

その他【担当：          】 人 人 

 

 

申請に関する確認事項 

以下の内容を確認し、チェックを入れてください。すべてにチェック☑が入っている必要があります。 

本事業の公募要領第４第１項に定める中堅・中小企業に該当します。 チェック  □ 



 

 

100％同一の資本に属するグループ企業や関係会社から、同様な申請はしていま

せん。（フランチャイザーは除く） 
チェック  □ 

国や自治体の他の補助金による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取

組に係る経費の申請ではありません。 
チェック  □ 

 

過去の類似・関連事業の実績、実施内容等 

 

 

 

事業担当者の業績等 

事業担当者全員の業績を事業担当者ごとに具体的に記載してください。 

事業ご担当者様全員の本事業に関連する今までの業績（プロフィール）をご記載ください。履歴書では

なく、この事業を実施するのに適任者とわかるような説明をお願いいたします。 

 

■事業統括者 ○○ 太郎 （所属・担当業務・役職） 

業績（プロフィール） 

 

■○○担当  ○○ 花子 （所属・担当業務・役職） 

業績（プロフィール） 

 

 

 

同一の提案内容で他の事業への申請を行っている場合、その事業名及び事業概要（補助額、事業実施

事務局の名称及び連絡先を含む）を記載してください。 

■事業名 

 

■事業概要 

 

■補助額 

 

■事業実施事務局の名称及び連絡先 

 

 

今年度、既に採択が決定及び実施（継続中を含む）している農林水産省の補助事業があれば、その事

業名及び事業概要を記載してください。 

 

過去３年以内における補助金等の交付決定取消の原因となる行為の有無及びその概要 

※該当する場合には、当該の取消を受けた日を記載してください。 



 

 

共同申請者がいるか yes  □ 

※本項目にチェック☑をつけた方は、以下の共同申請者の概要を記載してください。 

 

共同申請者の概要 

※共同申請の場合は、生産段階に最も近い食品原材料に係る製品のみを対象とし、実施する事業の重複

を排除した上で申請できます。 

 

必要に応じて行を増やして記入してください。共同申請するすべての団体・企業の概要を記入いただく

必要があります。 

補助事業者名： 

応募責任者の情報 

※本事業に係る意思決定が

できる遂行責任者 

氏名（ふりがな）： 

所属（部署名等）： 

役職： 

所在地： 

電話番号（日中に連絡がとれる番号）： 

E-mail： 

経理担当者の情報 

※本事業に係る見積・発

注・請求・支払の 

証憑とりまとめ担当 

氏名（ふりがな）： 

所属（部署名等）： 

役職： 

所在地： 

電話番号（日中に連絡がとれる番号）： 

E-mail： 

補助事業者の概要 

（１） 補助事業者の名称 

 

（２） 主たる事務所の所在地 

 

（３） 代表者の役職名及び氏名 

 

（４）設立年月日 ※事業継承の場合など、補記がある場合は記載してください。 

 

（５）事業年度 ※現在の事業の開始年度を記載してください。 

月 ～  月 

（６）業務区分 ※日本標準産業分類を参考にして記載ください。 

（大分類番号，中分類番号，小分類番号，細分類番号，項目名） 

（記入例：E，09，091，0912,肉加工品製造業） 

（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#e） 



 

 

（７） 主たる業務の内容 

 

（８） 資本金 

 

（９） 従業員数 

 

（10） 雇用形態別の従業員数 ※「正社員及び契約社員」、「非正規雇用者及びパート・アルバイト」

に分けて記載してください。ただし、従業員数には、当該事業者の子会社（会社法（平成 17 年

法律第 86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）の従業員も含めるものとします。 

 

（11） 従業者の部門別構成比（製造部門、間接部門、その他） 

 

（12） 事業経理事務の処理体制図（経理事務の処理フローが分かるよう明記）（別添可） 

 

（13） 組織図（定員数及び在籍人数を明記）（別添可） 

 

 

事業担当者の業績等 

事業担当者全員の業績を事業担当者ごとに具体的に記載してください。 

事業ご担当者様全員の本事業に関連する今までの業績（プロフィール）をご記載ください。履歴書では

なく、この事業を実施するのに適任者とわかるような説明をお願いいたします。 

 

■ 事業統括者 ○○ 太郎 （所属・役職） 

業績（プロフィール） 

 

■ ○○担当  ○○ 花子 （所属・役職） 

業績（プロフィール） 

 

 

  



 

 

別添２ 

課題提案書（取組内容に関する事項） 

 

１ 事業概要 

【事業の目的】 

省力化実行計画の記載内容との整合性を留意しつつ、機械設備の導入検討に至った製造現場での課題

等の背景事情を含む本事業の目的を記載してください。 

 

 

 

【事業の内容】 

本事業の取組事項について、概要を記載してください。 

※下記に記載された内容は、採択後に公表される内容となります。具体的に記載してください。 

※事業の詳細については、以下「２ 実施方法」で記載してください。 

 

 

 

２ 実施方法 

・「１ 事業概要」に記載された【事業の内容】について、実施期間、実施方法等を具体的に記載して

ください。 

・導入する機械設備について、その概要（名称、メーカー、機能）、製造ラインにおける役割、工場内

の設置場所を、導入前後での変化が分かるように図や写真を用いながら説明してください。 

・経費として計上されているにもかかわらず、事業内容や実施方法には記載がない場合は対象となら

ないことがあります。必ず課題提案書と対象経費一覧表の内容が整合するように記載してください。 

・実施要領・公募要領等を熟読の上、本事業の目的に合致した計画であるかを確認してください。趣旨

に沿わない計画や補助対象にならない事業が含まれている場合、審査対象外となる可能性があります

ので十分ご注意ください。 

 

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

取組の具体的内容・推進方法 

 

 

 

 



 

 

 

３ 審査基準との整合性 

① 財政的基盤の安定性 

ア 補助事業者として組織・人員、財政基盤において適格性を有しているか。※直近３年分の財務

諸表を提出してください。  

具体的な内容（債務の状況、現預金などの余力、本事業にかかる資金の見通し 等） 

 

 

 

 

 

前年度の財務状況より、以下把握されている場合は記載ください。  

自己資本比率 流動比率 当座比率 固定長期適合率  

％ ％ ％ ％  

 

② 実施体制の適格性 

ア 社内での事業実施体制、関係会社との連携体制が十分に整備されているか。 

具体的な内容 

※機械設備導入にあたっての社内での事業実施体制、食品機械メーカー等の関係会社との連携体制

について、図などを用いて説明してください。 

 

 

 

③ 自社の生産性向上の実績 

ア 生産性向上に取り組む体制を社内に有し、自社の省力化の取り組み状況はいかがか。 

具体的な内容 

※社内における省力化に関する具体的な取組内容を記載するとともに、機械設備の更新・新規導入

の状況については、機械の概要（名称、機能等）、設置年等を具体的に記載してください。 

 

 

 

イ 機械設備の導入・維持管理・更新を担う人材の育成に取り組んでいるか。 

具体的な内容 

※社内における機械設備担当者の育成制度体制や、育成に関する過去の取り組み事例を具体的に記

載してください。 

 

 

 



 

 

④ 省力化実行計画 

 省力化実行計画を策定しているか。 

別記様式第２号「省力化実行計画」を作成し提出してください。 

  

 

⑤ 新技術導入による生産効率の向上 

ア 機械設備の導入が生産効率の向上に資するものであるか。 

生産効率計算シートを踏まえて、生産効率に関する具体的な説明を記載してください。 

※併せて、別記様式第３号「生産効率の向上計画＿生産効率計算シート」を作成し提出してくださ

い。 

※併せて、別記様式第５号「新技術に関する証明書」の項目１「生産効率」においては、導入する

機械設備の製造・販売メーカーに記入いただき、提出してください。 

 

 

イ 機械設備の導入の費用対効果は適切か。 

費用対効果計算シートを踏まえて、費用対効果について具体的な説明を記載してください。 

※併せて、別記様式第４号「生産効率の向上計画＿費用対効果計算シート」を作成し提出してくだ

さい。 

 

 

ウ 導入する機械設備の開発後の年数が４年未満であり、導入する機械設備は新規性が高く、既存

のものと比べ先導性を有し、省力化に当たってモデルとなるものであるか。 

・開発年月： 令和  年  月 

・経過年月：    年  ケ月 

 

・どのような分野に対してどういった点で新規性があると言えるのかを具体的に記載してくださ

い。 

・導入する機械設備を選定した理由について、比較機種があれば挙げ、重視した点（価格、スペッ

ク、アフターフォロー等）を記載してください 

 

※併せて、別記様式第５号「新技術に関する証明書」の項目２「導入技術の新規性」、項目３「導

入技術の先導性」においては、導入する機械設備の製造・販売メーカーに記入いただき、提出して

ください。 

（なお新発売以外に改良によるモデルチェンジや、設備メーカーとの共同開発による特注設備開発

も含めますが、いずれも４年を越えないものとしてください。） 

 

⑦ 事業実施スケジュール 



 

 

ア 事業実施スケジュールが合理的かつ適正であるか。 

時系列に従って、機械設備の導入スケジュールを具体的（いつどこで誰が何をする、いつどこに何

を設置する等）に記載してください。 

※機械設備の導入スケジュールについては、見積りの取得、発注、設置、運転開始日など具体的に

作成してください。 

 

 

 

⑧ 経費配分について 

ア 事業内容に見合った経費で、精度の高い積算のある取組がなされているか。 

具体的な内容 

※別記様式第 1号_別添３の経費内訳書を記入してください。 

※参考として導入機器の見積書があれば添付してください（相見積りは現時点では不要ですが、採

択後には必要となります） 

 
 

４ 目標の妥当性 

省力化実行計画の「省力化に向けた定量的目標」、「横展開に関する事項」に記載した成果目標に関し

て、事業実施前後の比較を交えながら、目標設定の考え方及び事業実施後の具体的な評価・検証方法を

簡潔に記載してください。 

 

 

 

 

 

５ 加算的要素 

・該当する場合はチェック☑を入れてください。 

〇 生産性向上要件証明書 

ア 導入する機械設備が過去に「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等

に係る生産性向上要件証明書」を受けた機械設備であるか。 

※導入する機械設備の製造・販売メーカーに作成いただいた新技術に関

する証明書（別記様式第５号）にコピーを添付してください。 

チェック  □ 

 

  



 

 

別添３ 

経費内訳書 
 

（単位：円、税込） 

区  分 

 
 

備 考 
事 業 費 国庫補助金 自己負担 

※事業の実施内容と

の関係が分かるよう

可能な限り具体的な

積算に努めてくださ

い。 

    

 

計 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ・備考欄には、経費積算の根拠（単価、員数、日数等を明記した計算式等）を記載してく

ださい。 

・補助金の交付決定前に発生する経費は、自己負担となります。 

・事業の一部を他の民間団体に委託する場合は、該当部分の経費が分かるように記載して

ください。 

・国庫補助金は、事業費の合計額（税抜）の1/2としてください（上限40,000千円）。 

・自己負担は、事業費の合計額から国庫補助金を引いた値を記載してください。 

・機械設備等の購入・設置に係る経費、システム構築費について、設備調達費（外部購入）と製

造加工費（製造費、部品代含む）を分けて内訳を明示すること。 

・エンジニア経費等については、開発・設計段階と、設置段階を分けて記載すること。また、項

目や単価と工数の内訳を明確にし、単価が技術者ランクによって異なる場合はそのことがわか

る資料を提出すること。 



 

 

（ 参 考 ） 

 

専 門 用 語 の 説 明 

 

事業名 
食品産業省力化投資促進緊急対策事業のうち省力化技術導入支援事

業 

用  語 説          明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「専門用語の説明」は、提案書の内容で特に説明が必要となる用語がある場合のみ作成してくだ

さい。該当がない場合は、添付は不要です。 

 



【令和７年度補正予算】食品産業省力化投資緊急対策事業のうち省力化技術導入支援事業

導入前の製造ライン全体の写真

以下の２つの枠内に関係する一連の写真を掲載ください
別添４

※ライン全体だと大きすぎて１枚の写
真に収まりきらない場合は、本補助事
業で導入を計画している工程を中心と
してその前後の工程がわかる写真を掲
載ください。

現状の機械設備の写真

※人手によって行われている作業を本
補助事業によって機械設備に置き換
える場合には、現状の作業風景が分
かる写真を掲載ください。



省力化実行計画
【 】

※ 本補助事業を活用して機械設備を導入することで、自社の製造工程の改善（人員配置の見直し等を含む）にどのような効果を発揮
させるのか、定量的な目標を設定すること。また、その設定理由についても簡潔に記載すること。

省力化に向けた定量的目標１

人材育成に関する事項２

外部支援機関との連携に関する事項３

横展開に関する事項４

事業実施に当たっての確認事項（※同意される場合は署名をお願いします。）

・弊社は、農林水産省が設置した「食品企業生産性向上フォーラム」に参画の下、同省及びその他関係機関が
実施する食品業界の省力化を支援する活動に積極的に協力することを誓います。
・また、本補助事業に採択された際には、自社の名称及び補助金により導入する機械設備の内容（製造元メー
カーの名称等を含む。）等の情報について農林水産省の判断において公表することに同意します。

代表者名 （署名）

別記様式第２号

※ 自社の省力化投資を推進する人材（生産技術人材）の育成に関して、どこの部門のどういった人材に対して、どのような教育機会
を提供（例：生産性向上フォーラム等外部機関が実施する研修の受講を含む。）する方針としているのか、今後、取り組もうとして
いる人材育成の具体的内容を記載すること。

※ 生産工程の改善など省力化の取組を行うに当たって、自社以外の外部支援機関（行政、公設試験機関、商工会議所、コンサル）か
ら助言等を受けられる体制を構築しているか。構築している場合（注：これからする場合も含む）には、当該機関の名称を明らかに
して、支援の具体的な内容を記載すること。

※ 食品業界の省力化投資を牽引するモデル事例として、本補助事業を通じて得た成果を業界内に横展開していくための活動について、
以下の３つの柱に分けて、具体的な行動計画を記載すること。

①優良事例としてのノウハウの提供
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・
②講演会等におけるモデル事例の広報活動への参画
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・
③モデル拠点としての機能発揮（例:工場視察の受け入れ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・



別記様式第3号

機械設備の導入が生産効率の向上に資するものであるか確認するために、以下の4つの設問に答え、黄色の枠を記入してください。

※各数値は1日の製造を想定して記入してください。

※もし1日単位での記載が難しい場合は、月や年単位に変更しても構いませんが、質問１～3の回答の単位期間は揃えてください。

※導入設備が複数製品の製造に関与する場合は、代表的な製品1つを選び記入してください。

※その他説明があれば備考欄に記入してください。

質問1 設備導入前後の1日の製造量を記入してください。

※歩留（廃棄ロスや不良品率）込みの製造量を記載

導入前 導入後 向上率 単位 備考

記入例 1000 1500 150% 個／日 機械能力：〇個／時→△個／時。歩留・不良品率を加えた値で算出

回答 #DIV/0!

質問2 設備導入前後の当生産に係る人員を記入してください。

※日によって変動がある場合は平均値を記載

導入前 導入後 向上率 単位 備考

記入例 3 1 300% 人／ライン 原料投入（1）、カット（1）、受取り（1）の計3名を1名にできる

回答 #DIV/0!

質問3 設備導入前後の当生産にかかる時間数を記入してください。

※日によって変動がある場合は平均値を記載

導入前 導入後 向上率 単位 備考

記入例 7 7 100% 時間／日 製造時間は据え置き（製造数量を増やす設備導入計画である）

回答 #DIV/0!

質問4  質問１～３以外で、設備導入前後で変化する点があれば、指標を記載し、導入前後の数値を記入してください。

導入前 導入後 向上率 単位 備考

不良品率 記入例 5 1 20% ％／日 カット性能の向上により、不良品率が5％→1％に低下できる

メンテ回数 記入例 3 1 300% 回／日 刃の微調整回数が減り、連続運転が可能になる

残業時間 記入例 10 1 1000% 時間／月 製造量が不足しており残業対応する場合もあったが、導入で減少予定

回答 #DIV/0!

回答 #DIV/0!

回答 #DIV/0!

回答 #DIV/0!

回答 #DIV/0!

チェックボックスに✓をお願いします。

上記の確認において、年間での生産効率向上率の算出結果を以下に添付してください（任意）

以下、自動計算で反映されます。変更しないでください。

導入前 導入後 向上率 単位

記入例 47.6 214.3 450% 数量／人／時間

回答 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 数量／人／時間
労働生産性

生産効率の向上計画＿生産効率計算シート

製造量

労働人数

労働時間

本事業における新技術の導入により、生産効率が対前年比３％以上向上することを、確認しました。



別記様式第４号

当事業の設備導入の資金の回収期間を算出して黄色枠に記入して下さい。

また算出根拠（設備投資計画等）も備考欄に記入してください（別添でも可）。

※回収期間とは、設備導入にかかった資金を回収し、黒字化するまでにかかった期間を指します。

※回収期間法での算出を想定しています。評価方法が不明な場合は、以下サイトなどを参考に算出してください。

参考サイト https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q0241.html

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/375.pdf
※回収期間の算出が難しい場合は、予定している回収年数を記入し、その理由を備考欄に説明してください。

回収期間 年

備考

上記年数の算出根拠を以下に記載

生産効率の向上計画＿費用対効果計算シート



当設備 旧モデル 他社品 記入例

〇〇（株）

パレタイズロボットXX-1

2024年1月

2024年5月〇〇機能追加、2025年9月××改良

機器単体：〇〇万円（導入費別）

人協働ロボット、可搬〇kgと〇mmのリーチ特性を活かし

たパレタイズロボットです。段ボール積み作業の繰り返し

による足腰への負担を削減することが可能です。

①安全柵を設けない仕様が可能、②〇×〇mm～極少設置

可能、③タッチパネルの簡単操作…

〇〇（業種/業態）において先んじて使われている技術で

はあるが、△△（業種/業態）において導入が進んでいな

い。本技術は、△△（業種/業態）において新規性が高

く、●●の作業工程において十分な省力化が期待できるも

のであり、また、他の食品企業においても導入可能であ

る。

国内 XX型（1～3モデル）累計〇台／2025年3月時点

食品製造業 XX型（1～3モデル）累計〇台／2025年3月時点

応募者と同業種
XX型（1～3モデル）累計〇台／2025年3月時点／水産練製

品製造業

海外
XX型（1～3モデル）累計〇台／2024年12月時点／○○

（国名）等
具体的な他社導

入事例の紹介

（株）〇〇（菓子製造業、〇〇県、2024年）：製品〇〇の

梱包工程にXX-3型導入、労働生産性〇％UP

導入先企業は〇〇という事情がありロボット導入が進んで

いなかった。今回〇〇という理由で導入を進めるにあた

り、〇〇という点が特殊でカスタマイズが必要であるが、

●●業種では共通の課題と伺っており、本技術の使用状況

が全体で共有されれば、他の企業においても導入を検討す

ると思われる。

問合せ先

　　※証明書内のユーザー連絡先は黒塗りすること。

５ 添付書類

　　導入技術の概要が分かる資料（パンフレット）を添付すること。

上記について記載内容に相違ないことを証明する。

会社名

住所

代表者名

　　導入する機械設備が過去に証明書を受けた場合には、この資料にコピーを添付。

メーカー名

機種名

発売時期

改良歴

価格帯

製品紹介

優れている点、先進性

のある点

導入

台数

当設備導入への見解

４ 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書

モデル性

項目

　　機械設備の導入により、生産効率（単位は任意）は〇％改善見込み

　　（機械設備の製造・販売メーカーとして担保できる数値を記載してください）

２ 導入技術の新規性

　　機械設備の開発は令和○年〇月

３ 導入技術の先導性

　　記入例を参考に、当設備に対して、旧モデルと他社品、少なくとも比較例を1点以上挙げて表を完成させてください。

　（他社品の情報で不明な部分は空欄で構いません）

　（特注設計など比較対象を上げることが難しい場合はその旨を欄外に記載し、表を改変して可能な範囲で先導性を説明してください）

１ 生産効率

別記様式第５号

※導入する機械設備の製造・販売メーカーに記入を依頼

新技術に関する証明書


